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改定にあたって 

 

 かつて、茅ヶ崎市北部から藤沢市西北部にかけての一帯は、九十九谷戸（くじゅうくやと）と呼ば

れるほど大小数多くの谷戸があり、埋め立てや産業廃棄物の処分地等として、多くの谷戸が埋め

立てられました。茅ヶ崎市の北東部に位置する清水谷も昭和６３（1988）年に県の建設残土処理

場計画があり、市民による反対運動が契機となり、平成 2年（1990）年 8月に市が清水谷の一

部を借地し、保全されることになりました。 

その後、平成 1８年（200６）に市が実施した「自然環境評価調査」により、この地は特に重要度

が高い自然環境を有する区域として評価され、平成 24（2012）年 3月に都市緑地法（昭和 48

年法律第 72号）第 12条に基づく「特別緑地保全地区」に指定されました。 

指定にあたり、清水谷の自然環境を将来に渡り、保全していくために、平成 26（2014）3月に

「清水谷特別緑地保全地区保全管理計画」を策定いたしました。 

本計画は、おおむね 5年ごとに実施される「自然環境評価調査」の結果を参考として見直すこ

ととしています。第 3回目の自然環境評価調査（平成 27年度から平成 29年度まで実施）は本

計画策定直後に実施されたため見直しは行っていませんが、その結果では、樹林指標種の増加

率が他の環境区分に比して大きく、第１回目の調査時に比べて保全管理作業の効果が表れてい

る可能性が示唆されました。 

しかし、近年谷戸内では、個々の樹木の大径化に加え、落葉広葉樹主体の明るい雑木林から

常緑広葉樹主体の暗い林へと植生の自然遷移が進行してきており、それに伴い谷戸全体の環境

に顕著な変化が表れ始めました。この原因として、市が取り組むこととしてきた、谷戸内の危険を

伴う伐採や整備等の進捗が、必要とされる植生管理のスピードに追い付いていなかったことも一

因として考えられます。こうして保全の方向性を見直す必要が生じてきたこと及び清水谷の保全

継続に向け、近隣住民の生活環境への配慮の必要性が生じてきたことから、第４回自然環境評

価調査の結果を待たず、この度、本計画を改定することといたしました。 

市では、「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」（以下、「みどりの基本計画」

といいます。）において、「人と生きものが共生するみどりのネットワーク」を将来像とし、みどりの

保全・再生・創出に関する施策を実施しています。本計画は、みどりの基本計画の施策のうちの１

つである、特に重要度が高い自然環境の確保を進めるために、みどりの基本計画の別冊として改

めて位置づけをし、市のみどりの次世代への継承を推進していきます。 

本計画の改定にあたり、市民活動団体「清水谷を愛する会」会員の皆さま、茅ヶ崎市みどり審

議会の皆さまや関係者の皆さまから貴重なご提言やご意見を頂き、心からお礼申し上げます。 
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第１章 清水谷特別緑地保全地区保全管理計画の改定について 

 

１．清水谷の概要 

  清水谷は、広さ約４.９ha と小規模な谷戸ですが、昔ながらの面影を残し、数多くの動植物

の生育・生息環境となっている残り少ない貴重な谷戸です。駒寄川の源流でもあり、樹林、草

地、水辺（わき水、細流、湿地）が組み合わって良好な谷戸環境を形成しているこの場所では、

長年にわたり市民活動団体が保全活動を継続してきたことにより、多様な自然環境が維持さ

れています。 

  平成２４年３月には土地所有者の皆さまのご理解を頂き、茅ヶ崎市として初めて特別緑地保

全地区に指定しました。この清水谷の多様な自然環境を将来へ引き継ぐため、清水谷特別緑

地保全地区保全管理計画を策定し、市はもとより市民、保全活動を行う市民活動団体、土地

所有者等が協力して、保全活動に取り組んでいます。 

 

２．保全管理計画改定の必要性について 

  清水谷の自然環境については、第３回自然環境評価調査（平成 27年度～平成 29年度）

の結果とこれまでの評価調査結果を比べたところ、樹林指標種の増加率が他の環境区分に比

して大きく、第１回目の調査時に比べて市民活動団体をはじめとするこれまでの保全管理作業

の効果が表れている可能性が示唆されました。 

しかし、近年谷戸内では、定期的な伐採が行われなくなって久しいため、個々の樹木の大

径化に加え、落葉広葉樹主体の明るい雑木林から常緑広葉樹主体の暗い林へと植生の自然

遷移が進行してきています。加えて、樹木の変化と連動して、下層植生の衰退による表土の流

亡が発生するなど、林床の状況の悪化がみられます。また、近年県内全域で多発しているカシ

ノナガキクイムシが媒介するナラ枯れにより、コナラ・クヌギ等のナラ科樹木の枯死・倒木が相

次いで発生しています。そして、清水谷は住宅地と隣接する立地であるため、これらの自然環

境の変化によって近隣住民の生活環境への配慮の必要性が増したことから、本計画を改定す

ることといたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ナラ枯れ防止薬剤注入の様子 常緑広葉樹主体の暗い林 
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第２章 清水谷特別緑地保全地区について 

1. 位置 

神奈川県茅ヶ崎市字天神原及び字八王子原内（約 4.9ha） 

 

「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」 

第 3章 環境保全機能からみた配置方針図より抜粋 

 

清水谷特別緑地保全地区 
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2. 指定理由および本市計画における位置づけ 

清水谷が茅ヶ崎市における初の特別緑地保全地区に指定された理由及びその目的は、 

平成２４年３月３０日付の都市計画法に基づく都市計画決定の中で次のように説明され

ています。 

※「茅ヶ崎市の北部丘陵の東側に位置する清水谷は、谷戸と周辺の田園と一体となった

里山ランドスケープを形成しており、本市の中でも生物多様性の保全、生態系ネットワーク

の核として重要な地域となっております。また、駒寄川流域の水源涵養や湿地、樹林地、草

地、斜面林がまとまって残されている地域であり、多様な生物が生息、生育しているため、

長年に渡り、市民ボランティアの協力を得て保全管理を行ってまいりました。 

本市では、平成 23年度から平成 32年度を計画期間とした茅ヶ崎市総合計画を策定

しており、この計画において、「美しい景観を形成し、命をはぐくむみどりを保全・再生・創

出する」を政策目標とし、第 1次実施計画では北部丘陵の特別緑地保全地区の指定を推

進することとしております。 

また、茅ヶ崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の、主要な緑地の配

置方針において、「北部丘陵地の各所に地形に沿って残されている樹林地や湿地、河川と

その周辺の湿地や草地を、生物生態系上重要な緑地として保全する。」こととし、ちがさき

都市マスタープラン及び茅ヶ崎市みどりの基本計画においても、清水谷のみどりを優先的

に保全するため、特別緑地保全地区の指定を進めることとしております。 

このような状況において、地権者との合意形成を進め、合意が得られたことから、ランド

スケープ及び生態系ネットワークの核としての機能を有する樹林、草地、細流等を保全し、

後世に伝えるとともに、その優れた景観により地域住民の健全な生活環境の確保を目的と

し、本案のとおり特別緑地保全地区を定めるものです。」 

※平成２４（2012）年 3月 30日付け「都市計画法第 19条第 1項の規定に基づく都市計画決定」より抜粋 

 

なお、清水谷は、本市が策定した各計画の中で次のように位置づけられています。 

 

茅ヶ崎市総合計画 

 

      茅ヶ崎市都市マスタープラン 

２－７－３ 都市づくりの方針 （２）足を運びたくなる拠点の形成 

〇訪れたくなる環境づくり 

       「県立茅ケ崎里山公園周辺や市民の森・清水谷周辺は、北部丘陵の豊かな自然環

境とのふれあいや人と人との交流を育む場の形成を目指します。」 

茅ヶ崎市環境基本計画 

  第３章 目指すべき環境の将来像と目標・施策 

基本方針（１）生物多様性の保全 施策①重要度の高い自然環境の保全 
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「自然環境評価調査において「特に重要な自然環境」として位置づけられた柳谷や

行谷、清水谷、長谷、赤羽根十三図、平太夫新田、柳島を生態系ネットワークの核

（コア）として保全し、他の様々なみどりとともに生態系ネットワークの形成を目指

します。 

また、北部丘陵については、谷戸や樹林、細流、草地などの多様な自然環境と、「特

に重要な自然環境」として位置づけられた地域の周辺にある里山環境を一体とし

て保全していきます。」 

茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略 

第４章 施策の方針 （２）生きものが生息・生育するみどりの確保 

⑬特に重要度が高い自然環境の確保 

「自然環境評価調査により特に重要度が高いと評価された自然環境を保全すると

ともに、対象地区に応じた保全制度（特別緑地保全地区やみどりの保全地区）の

適用と保全管理計画に基づく市民団体などとの協働による管理を推進します。」 

清水谷特別緑地保全地区保全管理計画 

 

3. 清水谷の特徴 

清水谷には、次の（１）から（６）までの特徴があります。 

(1) 良好な自然環境 

駒寄川の源流の一つに位置し、谷戸地形に樹林や草地、水辺等がまとまって残され、

多様性の高い優れた環境が形成されています。 

(2) 多様な生きものの生育・生息地 

「茅ヶ崎市自然環境評価調査」において特に重要な地域の一つと評価され、市内でも

少なくなった生きものが数多く生育・生息している貴重な場所です。 

(3) 優れた景観 

水辺と斜面林が織りなす谷戸景観を形成し、隣接地では畑と林が一体となった農地

景観があります。 

(4) 数少ない谷戸の一つ 

北部丘陵は、かつて数多くの谷戸がありました。小規模ではありますが、現存する谷

戸環境は貴重な場所となっています。 

(5) 市民活動による保全 

特別緑地保全地区指定以前から長年の間、市民活動団体による自然環境保全活動

が行われています。 

(6) 自然環境の学習の場として活用 

市内のみならず市外の小中学校においても総合学習等で自然環境を学習する場と

して活用されています。 
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第３章 将来へ多様な自然環境を引き継ぐために 

1. 対象区域 

本計画の対象区域は、「清水谷特別緑地保全地区」（約 4.9ha）とします。 

 

2. 保全管理の基本方針 

清水谷の将来像を次のとおり掲げ、市は、市民、土地所有者、近隣住民、市民活動団体

など多様な主体と協働して、生きものの生息地又は生育地となる自然環境の保全に取り組

みます。また、清水谷が孤立しないように隣接する「市民の森」など、周辺緑地との連続性を

視野に入れて生態系ネットワークの形成を考えていく必要があります。 

 

  

① 市は、清水谷を特別緑地保全地区として、都市緑地法及びこれに関連する法令を

運用しつつ、この保全管理計画に基づいた保全管理に取り組みます。 

② 市民活動団体等は、市と協働により、この保全管理計画に基づいた保全活動を実

施します。 

③ 市は、必要に応じ、対象区域内の自然環境の保全等の活動を行う団体と協定を締

結し、必要な情報提供、助言等を行うことにより、これらの団体の活動を支援しま

す。 

④ 土地所有者及び近隣住民は、市及び市民活動団体等が対象区域内で行う保全活

動について理解を示すとともに、土地の利用については、自然環境に配慮するもの

とします。 

⑤ 土地所有者及び近隣住民は、市及び市民活動団体等が対象区域内で行う保全活

動について理解を示すとともに、その活動に協力します。 

⑥ 市及び市民は、対象区域が生活環境に隣接する緑地である意識を持ち、近隣住民

の生活に配慮します。 

⑦ 保全管理活動においては、「清水谷保全活動カルテ（ゾーンカルテ）」を活用し、谷戸

本来の動植物に配慮し柔軟な管理を行います。 

・ 枝払い、伐採など保全活動により発生した間伐材は、土留めの材料や昆虫類な

清水谷の将来像 

清水谷の多様な自然環境を保全し、将来に引き継ぎ、自然に

ふれあえる場所とします。 
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どの生息場所として残置するなど、できるだけ対象区域で利活用します。 

・ 保全管理作業の前後には、適宜観察を行います。 

・ 植樹、補植等が必要な場合は、清水谷内の実生の木を植栽します。 

・ 在来種を守るため、外来種はできる限り除去します。 

・ 植物の生育に影響を及ぼすつる植物は、適宜除去します。 

 

3. 特別緑地保全地区内の保全に関する事項 

都市緑地法第４条第２項第４号において、本計画が属する「茅ヶ崎市みどりの基本計画 

生物多様性ちがさき戦略」における（１）から（３）までの事項を定めるものと規定されていま

すので、清水谷の保全に関する事項を次のとおり定めます。また、同法第１４条第 1項第 1

号から９号に規定されている、特別緑地保全地区内における行為の制限事項及びその許

可基準について、（４）として定めます。 

(1) 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項 

市は対象区域の保全のため次の施設を整備し、維持管理を行います。 

① 看板・標識等の設置 

・ 対象区域が、特別緑地保全地区であることを明示するため、隣接する道路及び

対象区域内に適宜看板を設置します。 

・ 対象区域が、生きものの生息地又は生育地として配慮が必要な場所であること

を明示するため、対象区域内に適宜看板を設置します。 

② 立入制限のための保護柵の設置 

・ 自然環境の保全及び来訪者の危険防止のため、必要に応じて立入制限のため

の保護柵を設置します。 

③ 散策路の設置 

・ 対象区域内の通路を散策路として示し、現状の状態を原則として維持管理しま

す。また、湿地を保全するために遊歩道を設置します。 

④ 土砂崩壊防止施設の設置 

・ 土砂崩壊による散策路の閉塞のおそれがある箇所に土留めを設置します。 

⑤ その他の施設 

・ 対象区域の保全活動に用いる器材を収納するための倉庫を、必要に応じて設

置します。 

・ 対象区域内に県の水道用地（堤 835-3、861-3、862-3、863-2、868-2）

が含まれ、送水管が設置されています。維持管理に伴う工事等が発生する場

合、県が市に申し出することになっています。ただし、事故対応等の緊急時には

所要の措置を行った後、速やかに報告することになっています。 

・ 上記以外の施設については、原則として設置しません。（ただし、市長が対象区

域の保全に必要と認めた施設を除く。） 

(2) 土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項 

都市緑地法第 17条に基づく土地の買入れは、市が行います。その際は、茅ヶ崎市森林

環境譲与税基金を主に活用します。 

また、買い入れた土地の管理は、この保全管理計画の第 3章で示す各ゾーンの保全の
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方向性に従って行います。 

(3) その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項 

① 都市緑地法第 17条の規定に基づき買い入れるべき旨の申出がない場合の土地の

買入れの方針 

市は、茅ヶ崎市森林環境譲与税基金等を活用し、自然環境の保全及び森林の整備

のため必要と認めるときは、土地の買入れを行います。 

② 土地所有者との協定書の締結 

土地所有者は、市と協定を結び、市、市民活動団体及びボランティアが行う保全活

動に理解を示し、土地の利用について自然環境に配慮します。 

(4) 特別緑地保全地区内での行為の制限及び許可基準に関する事項 

特別緑地保全地区においては、その環境を維持するため、建築物の建築等の行為

は現状凍結的に制限されます。これらの一定の行為に対しての制限と、行為に対する

許可基準を「特別緑地保全地区における行為の許可申請に対する処分の審査基準」

として定めます（本計画資料編５参照）。 

 

4. 来訪者のルール 

対象区域では、散策のルールを次のとおりとします。市は、近隣住民をはじめとした来訪

者に対し、自然環境の保全に向けた意識の醸成と向上に努めます。 

(1) 動植物を持ち込まない、持ち出さない、大切にする。 

狭い谷戸の中では、微妙なバランスで自然環境が保たれており、これを崩さないよう、外

から動植物を持ち込んだり、持ち出したりしないことが求められています。 

(2) 樹林地、湿地等には立ち入らない。 

自然環境保全のため、散策路を歩いてください。それ以外の樹林地や湿地には足元に

様々な、大切な動植物が生育・生息しています。 

(3) ごみを捨てない。 

人間が持ち込み、捨てるごみは貴重な自然環境の破壊につながります。 

(4) 火は使わない。 

たばこのポイ捨てなど、わずかな火でも枯れ草などに燃え移り、火事が起こる可能性が

あります。火事が起こると貴重な自然環境が消失してしまいます。 

(5) ペットを連れて散策しない。 

ペットを連れてくると、谷戸の動物が逃げたり、食べられたり、病気が持ち込まれたりしま

す。 

 

5. 保全管理計画の進め方 

清水谷の将来像を実現するために、第３章に示す対象区域を区分したゾーンごとの保全

の方向性に沿った保全活動を行うことで、目標とする植生に近づけていきます。保全管理

計画の見直しの時期は、長い期間を経た自然遷移による植生変化を踏まえる必要があるこ

とから、特段の時期を定めず、自然環境評価調査や日々の保全活動における調査などのモ

ニタリングの結果などを加味した上で、適宜検討していきます。ただし、本計画は「茅ヶ崎市

みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」の下位計画であるため、みどりの基本計画
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改定時には同時に見直しを検討することとします。 

保全管理計画を見直すときには、必要に応じて、市民活動団体や茅ヶ崎市みどり審議

会、茅ヶ崎市環境審議会、学識経験者などへ情報を共有し、助言などをいただきます。 

また、保全の方向性に沿って保全活動が行われるように、市及び市民活動団体等の相互

理解のもと、市が「保全活動カルテ（ゾーンカルテ）」を作成し、両者が行った保全活動を記

録します。 

保全活動カルテには、各ゾーンにおける課題、作業に適した時期、作業時の注意点など

を記載し、保全活動の振り返りと見直しが行えるようにし、年間の活動計画を定め、作業を

行います。年間活動終了時には、保全活動カルテを基に内容の振り返りを行い、その結果

を翌年度の活動に活かします。 

 

【図 1 保全管理計画の進め方】 

 

 

 

 

  ①活動計画の立案 

前年のカルテを基に 

計画を作ります。 

②活動 

計画に基づいた活動を行

い、観察結果をカルテに

記録します。 

③活動の検討 

カルテを参考に、活動の

効果を検討します。 

④活動内容の 

見直し 

検討結果を基に、必要な 

変更を加えます。 

市民活動団体 市 
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【図 ２ 保全活動カルテ（ゾーンカルテ）の記載例】 
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6. 役割分担 

対象区域の自然的環境を保全していくためには、市と、市民、市民活動団体等及び土地

所有者、近隣住民など多様な主体の連携・協力が必要です。特に、実際の保全活動は、市だ

けで行うことは難しく市民活動団体等をはじめとした市民の連携・協力が必要であるため、

次のとおり役割を分担し、保全活動等を行います。なお、市民活動団体等は、その団体の実

情に応じて、可能な範囲で保全活動を行います。 

 

 

【図 ３ 役割分担と協力体制】 
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第４章 今後の保全に向けて 

清水谷の将来像の実現に向けて、現在の自然環境の様子を踏まえ、保全の方向性を次のとおり

定めます。 

1. 環境別の目標 

清水谷は、北西から南東にかけて細長い形状をしており、かつては、水田として利用され

ていた谷戸底の湿地や、薪炭林として利用されていた斜面林といった多様な自然環境が残

されています。 

このような環境を残しつつ、それぞれの環境に応じた植生の目標を次のとおり定めます。 

① 樹林地 

清水谷の大部分を占める樹林地は、多様な植生がみられます。清水谷は、源流部

以外にも絞り水が各所にあり、この水辺環境の存在により清水谷は生物多様性の高

い環境となっています。谷戸の保水力を維持できるように斜面部については、保水力

の高い落葉広葉樹を主体とした広葉樹林として維持します。 

② 竹林 

モウソウチクなどの竹林は、その拡大を防ぐとともに、適度な密度に管理します。ま

た、林床の管理された竹林とします。 

③ 細流及び湿地 

絞り水に起因する良好な水辺環境が今後失われることのないよう、水量の安定した

細流や湿地とし、水生・湿地性動物や湿地性植物の生息・生育場所を確保します。 

④ 草地 

清水谷の草地は、過去に畑として利用されており、盛土された経緯があります。草地

環境については、周辺の水辺との関係性を踏まえた望ましい環境形成を目指します。 

  
 【図１ 保全のイメージ（谷戸の入り口付近）】 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

モウソウチクなどの

竹林 

カサスゲやツリフネソウ 

などの湿地 

細流 

落葉広葉樹を主体と

した樹林 
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【図２ 保全のイメージ（中央部）】 

 

 

【図３ 保全のイメージ図 （谷戸の源流付近）】 

 

カエルの産卵場所となる止水域 

下草が多様な斜面地 

シダ類の生育する湿潤な環境 

畑

地 

落葉広葉樹を主体と

した樹林 

源流から流れる細流 

落葉広葉樹を主体と

した樹林 
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2. 対象区域のゾーン区分 

      市と市民活動団体等が保全活動を行う際、作業場所を特定し、円滑に作業を行うことが

できるよう地形、植生などの自然環境の特徴を考慮し、対象区域を次のゾーンに区分しま

す。 

 

【図 ４対象区域のゾーン区分】 
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3. 各ゾーンにおける現状と課題及び保全の方向性 

清水谷を生きものの生息・生育地として保全していくため、各ゾーンにおける自然環境

の現状と課題を把握し、将来の保全の方向性を次のとおり定めました。 

 

【表１ 各ゾーンにおける現状と課題及び保全の方向性】 

 ゾーンＯ（源流部） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

① 清水谷の源頭部に当たる明るい樹

林です。落葉広葉樹が移植されて

います。 

※過去に盛土されています。 

常緑広葉樹は高木化しないように

管理し、明るい樹林を維持しま

す。移植した落葉広葉樹は状態を

見ながら萌芽更新もしくは移植を

行います。 

② 急な斜面のため、崩落の危険があ

ります。常緑広葉樹が増えてお

り、部分的に林床が暗くなってい

ます。 

定期的に、崩落の監視をします。

常緑広葉樹を減らし、希少性のあ

る草本類にとって好適な環境を目

指します。 

③ 常緑広葉樹が多いため暗い斜面林

となっています。クロチクが侵入

してきています。 

常緑広葉樹を減らし、徐々に林相

転換し明るい樹林を目指します。

クロチクはこれ以上広がらないよ

うに伐採します。 

 

 ゾーンＬ－１（源流部から下流に向かって池までの左岸側） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

① クヌギ・コナラを中心とした明る

い落葉広葉樹林で、林床には様々

な在来植物が生育しています。 

実生木の常緑広葉樹が育ってきて

いるため、適度な伐採が必要で

す。 

また、ナラ枯れによる枯死木が多

くみられます。 

常緑広葉樹については適度な伐採

を行い、明るい樹林を維持しま

す。アズマネザサの刈り取り等、

林床の管理をしていきます。ナラ

枯れ後の樹林更新を行っていきま

す。 

② 元々は、落葉広葉樹林でしたが、

植樹されたスギが高木化していま

す。ヒサカキ・アオキなどの常緑

広葉樹が増えて林床が暗くなって

います。高木化しているシラカシ

の枝が池に向かって張り出してい

ます。 

スギ、常緑広葉樹は減らし、明る

い樹林を目指します。池に向かっ

て張り出している樹木は枝払いも

しくは伐採します。 

③ 元々は、落葉広葉樹林でしたが、

植樹されたスギが高木化していま

す。ヒサカキ・アオキなどの常緑

広葉樹が増えて林床が暗くなって

スギ、常緑広葉樹は減らし、明る

い樹林を目指します。 
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います。 

④ かつて畑だった場所で、様々な外

来種やクズなどが繁茂する状況で

す。 

南側は概ね東西に二分して西側に

実生のクヌギなどの落葉広葉樹、

東側に移植したウグイスカグラな

どの低木が育っており、草地には

草地性の昆虫が見られます。 

北側にはススキを移植し、外来種

の侵入を抑制しています。 

市道沿いの法面には外来種がみら

れるので、抑制のために在来種を

移植しています。 

在来種が主体となるよう維持管理

を継続していきます。南側は明る

い樹林、北側は乾性草地としての

状態を目指します。 

 

 ゾーンＬ－２（小出中央通りから下った市道 6321号線に隣接するエリア） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

なし 道路と民家に挟まれた急斜面の小
さな樹林で、常緑広葉樹が主体と
なっています。外来種、マダケが
増えてきています。 

常緑広葉樹を間引き、明るい斜面

林を目指します。マダケを抑制し

ます。 

 

 ゾーンＬ－３（谷戸入口から源流部に向かって右側の斜面） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

① 傾斜地で、スギなどの針葉樹の倒

木が見られます。常緑広葉樹の抑

制の結果、中低木が増えつつあり

ます。 

常緑広葉樹を間引き、衰弱木は倒

れる前に伐採します。 

② かつて谷戸底だった部分を埋めて

畑にしていた場所のため明るく、

実生の落葉広葉樹が成長していま

す。※過去に盛土されています。 

実生木を適宜間伐し、明るい落葉

広葉樹林の状態を維持します。 

③ 傾斜地と台地からなる林内にはス

ギが多く、倒木が多数見られま

す。南東側は近年の伐採や倒木の

ため明るく、実生木の成長が目立

ちます。樹木は高木化し林内が暗

くなっているため、下枝が伸び

ず、生育の悪い樹木が多く見られ

ます。 

常緑広葉樹を減らしてコナラなど

の落葉広葉樹の成長を促し、明る

い樹林を目指します。倒木は段階

的に除去し、林縁にある樹木は、

生育の悪い樹木や隣接地への越境

木を伐採・剪定し、風よけの役割

がある落葉広葉樹を残します。 

 

 

 

 ゾーンＲ－１（源流部から下流に向かって左岸側の斜面、水道樋管
ひ か ん

付近） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 
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なし 常緑広葉樹を主とした暗い樹林で

すが、少数のスギやクヌギなどの

落葉広葉樹も見られます。 

常緑広葉樹とスギは減らし、植生
の変化を観察しながら落葉広葉樹
中心の樹林を目指します。林縁に
ある樹木は風よけの役割があるの
で残します。 

 

 ゾーンＲ－２（源流部から下流に向かって池付近の左岸側の斜面） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

① 厚みのない急な斜面林となってい

ますが、その下が通路のため、安

全への配慮が必要です。土留めを

設置して崩落対策をしています。 

通路沿いの樹木は適度に伐採しま

す。斜面に生えた、崩落の危険が

ある高木は適宜伐採をします。 

② 常緑広葉樹の大径木が多く、林床

に日が当たりにくい状態となって

います。 

土壌流出を抑制する下草が生育で

きるよう、林床への光量を確保す

るため適宜常緑広葉樹を伐採しま

す。 

③ マダケが拡大しており、常緑広葉
樹も多いため林縁部が暗くなって
います。 

林床への光量を確保するため常緑

広葉樹は減らし、マダケは適宜抑

制します。 

④ 急斜面で崩落の危険がある場所で

す。斜面のケヤキなどの広葉樹が

高木化し、谷戸底に向かって枝が

突き出ていて、谷戸底が暗くなっ

ています。また、マダケも侵入し

てきています。暗い斜面部分は下

草が貧弱で、表土の流出が目立ち

ます。 

斜面のケヤキなどの広葉樹は枝払

いもしくは伐採し、谷戸底を明る

くします。林床の植生の変化を観

察しながら、斜面部分の下草の再

生を目指します。マダケはこれ以

上広がらないように伐採します。 

 

 ゾーンＲ－３（谷戸入口から源流部に向かって左側の斜面） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

① スギなどの針葉樹と常緑広葉樹が

あり、林内が部分的に暗くなって

います。 

針葉樹は間伐し、落葉広葉樹と常

緑樹のバランスを考慮した樹林を

目指します。 

② コナラなどの落葉広葉樹が主体

で、低木には指標種なども多く、

明るい樹林となっています。 

絶滅危惧種、準絶滅危惧種など希

少性のある草本類が生育していま

す。 

ナラ枯れにより、コナラの大木が

約１０本枯れており、これらの伐

採後の更新が課題となっていま

す。 

明るい樹林を維持し、希少性のあ

る草本類にとって好適な環境を目

指します。ナラ枯れ後の樹林更新

を行っていきます。 

③ ヒサカキ等の常緑広葉樹伐採等、

保全活動による管理の結果、傾斜

地に生えたコナラなどの落葉広葉

明るい樹林を維持し、在来の草本

類にとって好適な環境を目指しま

す。 
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樹が主体となり、明るい樹林とな

っています。谷戸底に向かって伸

びている木が多く、谷戸底を一部

暗くしています。 

④ モウソウチクが侵入してきていま

す。谷戸底に向かって伸びている

枝が多く、倒木の可能性がありま

す。 

モウソウチクはこれ以上広がらな

いように伐採します。谷戸底を覆

う枝については、枝払いや伐採を

行い、明るい状態を目指します。 

  

 ゾーンＲ－４（谷戸入口から源流部に向かって左側の斜面の上部） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

なし 北側は、コナラやヤマザクラ等の

落葉広葉樹を移植しています。 

東側は、低い場所に大きな常緑広

葉樹がありますが、その下に希少

性のある草本類が生息していま

す。 

モウソウチクを伐採した場所に、

実生木が多く育っています。東側

斜面は、まだヒサカキなどが残っ

ていますが、少しずつ明るくなっ

ています。 

南側は、モウソウチクが侵入して

きています。 

モウソウチク伐採後に生えた実生

木を育成し、多様な樹林を目指し

ます。南側のモウソウチクは継続

的に除去し、除去後は草地化を目

指します。 

 

明るい樹林を維持するよう常緑樹

を抑制します。モウソウチクは

年々拡大しているため、生育範囲

を縮小するよう伐採します。 

 

 ゾーンＲ－５（谷戸入口へ向かう道路左側） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

なし 広い竹林ですが、部分的にモウソ

ウチクの密度が高く、モウソウチ

クの倒伏も見られます。 

古いモウソウチクは伐採し、春に

出るタケノコも駆除することで、

竹林の縮小化を目指します。 

 

 ゾーンＢ－１（源流部から下流に向かって流れる細流沿い） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

① 源流部から続く湿潤な環境のた

め、シダ類が多く生育している場

所です。 

細流の崩れや土砂の堆積がしばし

ば起こります。 

通路沿いの樹木は減らします。常

緑広葉樹は林内が暗くなりすぎな

いように抑制します。細流を保全

していきます。 

② 湿潤な環境で、シダ類が多く生育

している場所です。常緑広葉樹と

スギなどの針葉樹があり、林内が

部分的に暗くなっています。針葉

樹の根元が腐りやすく、倒木が多

くみられます。 

針葉樹は間伐し、林内が暗くなり

すぎないように管理します。 
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 ゾーンＢ－２（池とその上流部） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

① 本来は湿地であった場所が、埋め

立てられ畑として使われた後、草

地になりました。そのため、外来

種が侵入しています。少数の低

木・実生の落葉広葉樹が見られま

す。南北の斜面から草地を覆うよ

うに木が伸びてきており、部分的

に暗くなっています。 

※過去に盛土されています。 

細流沿いの常緑樹は適宜伐採しま

す。低木も含め、在来種主体の草

地を維持します。 

② 元は湿地でしたが、埋立ての影響
で水が溜まり、上流からの水流に
よって広い池となっています。土
砂や落ち葉の堆積により、ヘドロ
が発生して水深が浅くなっていま
す。外来種のアメリカザリガニが
多く発生し、国内外来種であるモ
リアオガエルの産卵場所にもなっ
ています。池の左岸側には倒木が
見られます。 

アメリカザリガニ、モリアオガエ

ル等の外来種を駆除、抑制しま

す。また、止水域を縮小する方法

及び溜まったヘドロの処理方法を

検討すると同時に、池への倒木処

理を進めていきます。 

 

 ゾーンＢ－３（池から谷戸入口に向かって草地が続くエリア） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

① 本来は、湿地であった場所が埋立

てによって草地になり、植栽され

たウメがあります。暗くなってい

る箇所には、ヤブミョウガが繁茂

しています。過去に植えられた外

来種も見られます。 

※過去に盛土されています。 

増えすぎたヤブミョウガ等を抑制

します。 

② オギが一部に生えた明るい草地で

す。 

※過去に盛土されています。 

オギを中心とした在来植物の草地

として維持します。 

 

 ゾーンＢ－４（谷戸入口から源流部に向かって左へ湾曲している湿地エリア） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

なし 広い湿地で、ヨシが繁茂していま

す。ヨシ原や湿地を好む動植物が

生息・生育している場所です。 

散策路沿いと水流に影響を与える

小木は伐採します。ヨシ原は昆虫

の生息・越冬環境として機能する

ように管理します。 
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 ゾーンＢ－５（谷戸入口付近） 

細区分 現 状 と 課 題 保 全 の 方 向 性 

なし 谷戸の開口部にあたる場所で、水

田と止水域があり、水辺の動植物

が生息・生育しています。谷戸内

の最下流のため、止水域に土砂が

堆積します。 

水流沿いの樹木を減らし、谷戸底

まで光が差すようにすることで、

水辺の動植物の生息・生育にとっ

てよりよい環境となるように管理

します。水辺環境の維持のため、

止水域内の土砂の浚渫を適宜行い

ます。 
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清水谷特別緑地保全地区保全管理計画（資料編） 

4. 清水谷の自然環境について 

清水谷特別緑地保全地区は、茅ヶ崎市北部に位置し、ＪＲ茅ヶ崎駅から北東に約４．５㎞

の市街化調整区域に位置しています。 

北側には県道 47号が通り、これより東側には住宅地の湘南ライフタウンが広がってい

ます。南側には遊具等の設置された市民の森、東側には小出暫定スポーツ広場があり、西

側は農地が広がっています。 

対象区域の北側にはわき水があり、駒寄川の源流部の一つとなっており、その下流に向

かって流れる細流、湿地や樹林等が一体となって、多様な生きものの生育・生息地となっ

ています。このような自然環境が、市内全域を対象に行った「茅ヶ崎市自然環境評価調

査」において、市の特に重要な自然環境として評価され、市として、清水谷を生態系ネット

ワークの核（コア）の１つとして位置付けています。 

 
【図 2 市内の生態系ネットワークの核（コア）】 

(6) 周辺環境の変化 

      平成２２（２０１０）年に撮影した清水谷周辺の状況は、昭和３２（１９５７）年撮影時に比べ位置図 図１ 位置図 
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て、畑、水田や樹林は大幅に減少し、宅地やゴルフ場が広がっています。そのなかでも、清

水谷は、水田や畑、樹林地などの割合が若干変化しているものの、まとまった谷戸環境が

残された、市内でも貴重な場所であることがわかります。 

 

【図 3 清水谷周辺航空写真（平成 22（2010）年）】 

昭和３２（1957）年当時の清水谷とその周辺地域は、畑や水田、樹林地で占められてい

ました。樹林はパッチ状に区切られた林齢の異なる林で構成されており、里山林として利
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用されていたことがわかります。 

 
【図 4 清水谷周辺航空写真（昭和 32（1957）年）】 

  

撮影日：昭和３２年３月２７
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(7) 水環境 

      清水谷は、谷戸の北側に駒寄川の源流となっている湧水部があり、小規模な流れを形

成しています。また、斜面林に蓄えられた水が斜面裾からわき出した「絞り水」も複数個所

存在し、湿地、水田など、多様な水環境が存在します。 

 
【図 5 水環境の状況図】 

[平成 21年度清水谷周辺地域の保全等に関する基礎調査業務 報告書より引用（一部修正）]  
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(8) 地形状況 

      清水谷全体が谷戸地形であり、谷戸低地の幅が約５０ｍ程度で、南部から北西部に向

かって逆 L字状に伸びています。標高は、斜面上部で４８ｍ、谷戸低地で２４ｍとなってお

り、高低差は約２４ｍあります。 

 
【図 6 比高図（平成 17（2005）年測量図 1/2500）】 

[平成 21年度清水谷周辺地域の保全等に関する基礎調査業務 報告書より引用（一部修正）] 
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(9) 清水谷の多様な環境 
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5. 清水谷の自然環境評価調査及び再調査の結果について 

(10) 第 1回自然環境評価調査 概要報告（発行：平成１８（2006）年３月） 

茅ヶ崎の自然環境を適切に保全・再生する施策を実施する上での基礎資料とするた

め、茅ヶ崎らしい自然の状態を分かりやすく示した共通の「ものさし」として、「茅ヶ崎市自

然環境評価マップ」を作成しました。樹林、草地、水辺、海岸ごとに「指標種」を選定し、地

域の専門家や市民参加等による調査チームを編成して、市内全域で指標種の生育・生息

状況を調べました。 

本調査において清水谷は、わき水に起因する良好な水辺環境があり、周りの湿地、樹林

地等が一体となり存在することで、多様な動植物が生育・生息できる場所となっていること

から特に重要な地域として位置づけられています。 

 

(11) 第 2回自然環境評価調査（再調査） 報告書（発行：平成２４（2012）年１１月） 

第 2回の調査は、特に重要な地域として評価された７地域等について、自然環境の最

新の状況を把握することを目的に行いました。この調査では、一部の指標種を見直したほ

か、今後の各地域におけるモニタリングエリアを設定しました。 

清水谷における調査結果は、草地の評価については場所により指標種の増減が認めら

れたが、その他については、特に大きな変化はないとの評価になっています。 

 

(12) 第 3回自然環境評価調査（再調査） 報告書（発行：平成３０（2018）年３月） 

第 3回の調査は、前回と同様に市内でも特に重要度の高い自然環境を有する地域等

の状況を把握することを目的として行いました。 

清水谷における調査結果は、第 1回調査時の指標種の確認状況を比べると、樹林指標

種、草地指標種及び水辺指標種の確認種数が増加しています。これは、市民団体（清水谷

を愛する会）による保全活動の効果が現れている可能性があります。 

その一方で、第 1回調査では確認されていたカワヂシャ、シブイロカヤキリ、ジャノメチ

ョウといった種が、確認されていないことに留意が必要であるという評価になっています。 

 

(13) 清水谷で見られる主な生きもの 

＜植物＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 ツリフネソウ カサスゲ 
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＜昆虫＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜鳥類＞ 

 

 

 

 

 

 

 
ルリビタキ ヤマガラ 

ダイコンソウ フサザクラ 

ヤマトタマムシ シマアメンボ 

オニヤンマ 

トゲナナフシ 
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＜両生・は虫類＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜甲殻類＞ 

 

 

 

 

 

 

 

エナガ モズ 

アズマヒキガエル シュレーゲルアオガエル 

ヒバカリ ヤマカガシ 

サワガニ 
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6. 特別緑地保全地区の指定候補区域の設定 

(14) 自然環境保全面からの区域の検討 

      動植物の生育・生息地としてのみどりの連続性及び一団としてまとまった規模のみどり

が確保できるエリアを対象としました。 

① 水田、斜面林、畑といった谷戸としてまとまった植生環境が形成されている区域 

② 河川源流部として、水系保全を図るための斜面林と丘陵上部を含めた区域 

③ 市指定の指標種及び希少種が集中して確認されている範囲 

④ 地形的景観的に谷戸の景観が確保される区域 
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(15) 土地の利用状況を考慮した区域の検討 

      土地利用状況から、宅地化が進行している清水谷東側や北側、及び現在営農している

農地は、特別緑地保全地区の指定は困難であるため、次の考え方で区域設定を行いまし

た。 

① 谷戸低地を中心として山林で囲まれたエリア 

② 公簿の地目や境界を基準としたエリア 

③ 清水谷東側、北側の台地部や、宅地化が進んでいる土地は特別緑地保全地区候補

区域から除外 

④ 山林とする隣接地で、現在畑地として耕作されている区域は除外 
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(16) 専門家会議による検討 

      特別緑地保全地区指定候補区域の選定に当たり、区域の妥当性について学識経験者

からの助言を得ることを目的とした会議を２回開催しました。主な意見は、次のとおりで

す。 

ア 清水谷エリアの保全 

・谷戸環境の保全上、集水域の範囲を保全することが望ましい。 

・景観面の保全を考えると、低湿地―斜面―台地の連続性が重要である。 

イ 特別緑地保全地区の指定区域 

・集水域を中心に考えることはいいが、乾燥地にしか生息することができない種もい

るため、尾根の部分を含めることは、乾燥地にいる種を守るためにはよい。 

・樹林の連続性という観点から考えるのであれば、たとえ果樹園であったとしても生

き物の通り道としては機能するので、指定候補区域南側にある市民の森と清水谷を

結ぶ山林は特別緑地保全地区に含めたほうがよい。 

ウ 指標種等の生き物について 

・谷戸底を中心に指標種が分布している。 

エ 隣接する農地、山林、宅地の担保 

・清水谷に隣接する農地や山林の保全対策を行うことが望ましい。 

・将来的には宅地の担保を検討してはどうか。 

 

●専門家会議委員 

分野 所属 氏名 

ランドスケープ 日本大学 短期大学部 生物資源学科 教授 島田 正文 

地域自然史 神奈川大学 理学部 生物科学科 特任教授 浜口 哲一 

景観生態学 

緑地計画 
日本大学 生物資源科学部 植物資源科学科 専任講師 大澤 啓志 
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特別緑地保全地区指定候補区域は、自然環境保全面及び土地利用状況、学識経験者からの

意見を踏まえ、次のとおりとしました。 
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(17) 指定区域 

約 4.9ｈａを平成２４年３月に特別緑地保全地区として指定しました。 
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7. 保全に至った主な経緯 

昭和５９（１９８４）年１１月  清水谷も活動フィールドとする「茅ヶ崎自然に親しむ会」発足 

昭和６３（１９８８）年 １月  清水谷に県による建設残土処理場計画の提案 

６月  処理場反対運動 市議会への反対陳情が採択 県議会にも陳情 

平成 ２(1990)年 ３月  自然調査の会による「清水谷戸自然環境調査報告書」作成 

                       ８月  市政策会議にて清水谷を借地し、現状保全する方針が決定 

平成 ３(1991)年     活動フィールドを清水谷に限定した「清水谷を愛する会」発足 

                            （毎週火曜日に保全管理活動を実施） 

平成 ４(1992)年～    清水谷の借地開始 

                             総合計画、都市マスタープラン、環境基本計画、景観計画等に 

清水谷の自然環境の保全等を位置づけ 

平成１８(2006)年 ３月  「自然環境評価調査」で特に重要な地域として評価 

平成２１(2009)年 ７月  「茅ヶ崎市みどりの基本計画」の策定において、清水谷の特別緑地

保全地区指定を優先施策に位置づけ 

                         ９月  地権者に対する制度説明文書送付、アンケート調査 

12月  学識経験者から指定区域案の意見聴取 

（日本大学：島田教授、大澤専任講師  神奈川大学：浜口教授） 

       平成２２(2010)年 ３月  基礎調査のとりまとめ、指定の区域案作成 

                      ９月  地権者に対する制度説明文書及び意向調査票送付、随時個別説明 

 平成２４(2012)年 ３月  特別緑地保全地区に指定 

       平成２５(2013)年 ４月  特別緑地保全地区内地権者と協定書を締結 

     平成26(２０１４)年 ３月  清水谷特別緑地保全地区保全管理計画を策定 

令和 ５(２０23)年〇 月  清水谷特別緑地保全地区保全管理計画を改定 
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8. 特別緑地保全地区における行為の許可申請に対する処分の審査基準 

 

第１ 許可の基準 

１  建 築 物 の新 築 に係 る許 可 基 準 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・17 

２  建 築 物 の改 築 に係 る許 可 基 準 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・17 

３  建 築 物 の増 築 に係 る許 可 基 準 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・17 

４  工 作 物 の新 築 に係 る許 可 基 準 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・18 
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第１  許可の基準 

 この審査基準は、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号。以下「法」という。）第１４条第１項各号に掲げる

行為の許可をしようとするときの基準について必要な事項について定めるものとする。 

 

（建築物の新築に係る許可基準） 

１ 建築物の新築に係る基準は、次のとおりとする。 

 (1) 仮設の建築物については、次に掲げる要件を充たすものであること。 

  ア 当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。 

  イ 当該建築物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑

地の状況と著しく不調和でないこと。 

 (2) 地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及び

その周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

 (3) 公衆便所については、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

 (4) その他の建築物（以下、この項目において「普通建築物」という。）については、次に掲げる要件を

充たすものであること。 

  ア 当該新築が、次のいずれかの土地において行われること。 

   (ｱ) 特別緑地保全地区の指定の日以前において普通建築物の敷地であった土地 

   (ｲ) 特別緑地保全地区の指定の際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であった土地 

  イ 当該新築が、次のいずれかに該当すること。 

   (ｱ) 現に存する普通建築物の建替えのために行われること。 

   (ｲ) 特別緑地保全地区の指定の日の前日から起算して前６月以内に除却した普通建築物の建替え

のために行われること。 

  ウ 当該新築後における普通建築物の高さ及び床面積の合計が、それぞれイの普通建築物の高さ及

び１６に定める制限床面積を超えないこと。 

  エ 当該新築後の普通建築物の形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域

における緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

 

（建築物の改築に係る許可基準） 

２ 建築物の改築については、次に掲げる要件を充たすものであること。 

 (1) 当該改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さを超えないこと。 

 (2) 当該改築後の建築物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけ

る緑地の状況と著しく不調和でないこと。 
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（建築物の増築に係る許可基準） 

３ 建築物の増築に係る基準は、次のとおりとする。 

 (1) 仮設の建築物については、次に掲げる要件を充たすものであること。 

  ア 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。 

  イ 当該増築後の建築物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけ   

る緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

 (2) 地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置及び規模が、増築の行われる土地

及びその周辺の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

 (3) 公衆便所については、当該増築後の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺

の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

 (4) 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に規定する境内建物である建築物又は旧宗教法人令（昭

和２０年勅令第７１９号）の規定による宗教法人のこれに相当する建築物（法第１２条第１項の緑地で、同項

第２号に該当する土地の区域について定められた特別緑地保全地区内の建築物に限る。）については、

当該増築後の建築物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけ

る緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

 (5) その他の建築物（以下、この項目において「普通建築物」という。）については、次に掲げる要件を

充たすものであること。 

  ア 当該増築が、次のいずれかの土地において行われること。 

   (ｱ) 特別緑地保全地区の指定の日以前において普通建築物の敷地であった土地 

   (ｲ) 特別緑地保全地区の指定の際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であった土地 

  イ 当該増築部分の高さ及び当該増築後における普通建築物の床面積の合計が、それぞれ増築前の

普通建築物の高さ及び１６に定める制限床面積を超えないこと。 

  ウ 当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけ

る緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

 

（工作物の新築に係る許可基準） 

４ 工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ。）の新築に係る基準は、次のとおりとする。 

 (1) 地下に設ける工作物については、当該工作物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及び

その周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

 (2) 宗教法人法に規定する境内建物である工作物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに

相当する工作物（法第１２条第１項の緑地で、同項第２号に該当する土地の区域について定められた特別

緑地保全地区内の工作物に限る。）については、当該工作物の規模、形態及び意匠が、当該新築の行わ

れる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

 (3) その他の工作物については、当該工作物の高さが、５メートル以下であり、かつ、その規模、形態

及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和

でないこと。 
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（工作物の改築に係る許可基準） 

５ 工作物の改築については、次に掲げる要件を充たすものであること。 

 (1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。 

 (2) 当該改築後の工作物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域におけ

る緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

（工作物の増築に係る許可基準） 

６ 工作物の増築に係る基準は、次のとおりとする。 

 (1) 地下に設ける工作物については、当該増築後の工作物の位置及び規模が、増築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

 (2) 宗教法人法に規定する境内建築である工作物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに

相当する工作物（法第１２条第１項の緑地で、同項第２号に該当する土地の区域について定められた特別

緑地保全地区内の工作物に限る。）については、当該増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の

行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。 

 (3) その他の工作物については、当該増築部分の高さが５メートル以下であり、かつ、増築後の工作物

の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調

和でないこと。 

 

（宅地の造成等に係る許可基準） 

７ 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更に係る基準は、次の

とおりとする。 

 (1) 土石の採取又は鉱物の掘採については、当該採取又は掘採の方法が、露天掘りでなく、かつ、当

該採取又は掘採を行う土地及びその周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少

ないこと。 

 (2) その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、か

つ、当該変更後の地貌が当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく

不調和とならないこと。 

  ア １から６に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規

模の土地の形質の変更 

  イ 農地又は採草放牧地に接する土地の開墾 

  ウ 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更 

 

（木竹の伐採に係る許可基準） 

８ 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及び

その周辺の土地の区域における緑地の状況を損なうおそれが少ないこと。 

 (1) 森林の択伐 
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 (2) 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が１ヘクタール以下のも  

の 

 (3) ７に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域

において行うもの 

 (4) 森林である土地の区域外における木竹の伐採 

 

（水面の埋立て又は干拓に係る許可基準） 

９ 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が埋立て又は干拓を行う

土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和とならないこと。 

 

（屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積に係る許可基準） 

１０ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、当該堆積後の土石、廃棄物又は再生

資源が、堆積の行われる土地及び周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和とならないこ

と。 

 

（その他） 

１１ 次に掲げる行為については、１から１０までの規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその

周辺の土地の区域における緑地の状況を著しく損なわないこと。 

 (1) 災害の防止のために必要やむを得ない行為 

 (2) 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為 

 

１２ 港湾施設及び漁港施設については、都市緑地法施行令（昭和４９年政令第３号）第３条第１７号及び

第１８号に掲げる施設以外の施設に関する工事の施行又は施設の管理に係る事項に伴って必要となる行

為についても、その公益性を尊重し、原則として、許可するものとする。 

 

１３ 鉄道の駅及び軌道の停車場、操車場、車庫その他これらに類するものの建設については、その公益

性に鑑み、緑地保全上の配慮をした上で、法第１４条第１項の規定を運用するものとする。 

 

１４ 許可申請が、鉱業権者、租鉱権者、熱供給事業者からあった場合には、できる限り操業に支障を及

ぼさないように考慮するものとする。 

 

１５ 鉱害復旧に係る行為は許可するものとする。 

 

１６ この審査基準において「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合

計をいう。この場合において、「普通建築物」とは、１の（４）のウの場合においては、１の（４）の普通建築物

を、３の（５）のイの場合においては、３の（５）の普通建築物をいう。 
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 (1) 特別緑地保全地区の指定の際現に存した普通建築物の床面積 

 (2) 特別緑地保全地区の指定の際現に新築、改築又は増築の工事中の普通建築物の床面積 

 (3) 特別緑地保全地区の指定の日の前日から起算して前６月以内に建替えのために除却した普通建

築物の全部又は一部で、その指定の際まだ建替えのための新築又は改築の工事に着手していないもの

の床面積 

 (4) 特別緑地保全地区の指定前に災害により滅失した普通建築物の全部又は一部で、その指定の際

まだ復旧のための新築又は増築の工事に着手していないものの床面積 

 (5) 次に掲げる普通建築物が、いずれも住宅（住宅と事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね

るものを含む。）又は住宅部分を有するものであるときは、９０平方メートル 

  ア 特別緑地保全地区の指定の際に存した普通建築物、その指定前に最後に存した普通建築物又は

その指定の際現に新築、改築若しくは増築の工事中の普通建築物 

  イ 当該新築に係る１の（４）のイの普通建築物又は当該増築前の普通建築物 

  ウ 当該新築又は増築後の普通建築物 

 

１７ この審査基準における「床面積」には、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第２号に

規定する地階の床面積は、算入しないものとする。 

 

 

第２ 審査基準における緑地の定義 

 法第３条１項において、法における「緑地」の定義を「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはこれらに類

する土地が単独で若しくは一体となって、又はこれらと隣接している土地が、これらと一体となって、良好

な自然的形態を形成しているもの」と定義しているがその考え方は次による。 

 

（１） 緑地 

樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、

又はこれらと隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものです。 

（２） 樹林地 

土地の大部分について樹木が生育している一団の土地をいい、樹林には竹林も含まれます。 

（３） 草地 

土地の大部分が草で被われている土地であり、ゴルフ場のような人工草地も含まれます。なお、農地は

原則として含まれません。 

（４） 水辺地 

池沼、河川、海、湖等の水面を含むそれらの周辺地域をいいます。 

（５） 岩石地 

土地の大部分が岩石で被われている土地又は岩石が風化して角礫を多く含んだ状態の土地をいい、具

体的には、海浜の岩礁地、溶岩台地等をいいます。 
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（６） その状況がこれらに類する土地 

樹林地、草地、水辺地、岩石地には該当しないが、その景観、立地状況等がこれらに類似しているもので

あり、具体的には、樹林地に類するものとして屋敷林、庭園、街道の並木等、水辺地に類するものとして

湿地帯等、岩石地に類するものとして砂丘地等をいいます。なお、農地は原則として含まれません。 

（７） これらに隣接している土地 

樹林地、草地、水辺地、岩石地等の土地と一体となって良好な自然的環境を形成している土地の範囲を

いい、それぞれの地域の土地の状況等を勘案してその範囲が決定されます。なお、この隣接地には、緑

地に介在する農地も含まれることがあります。  
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す。ご協力ありがとうございました。 
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